
- 1 - 

 

令和６年(ﾗ)第３７号 美浜原発３号機運転差止仮処分命令申立却下決定に対する

抗告事件 

抗告人 林広和ほか８名 

相手方 関西電力株式会社 

抗告審準備書面(１４) 

（避難計画について） 

 

２０２５年７月３日 

名古屋高等裁判所金沢支部御中 

 

抗告人ら代理人  弁護士  河   合   弘   之 

 

同            井  戸  謙  一 

 

同            笠  原  一  浩 

                     ほか 

 

 本書面では、２０２５年６月２２日開催の原子力規制委員会の伴信彦委員の講演

内容に基づき、避難計画の問題点を補充して主張する。 
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第１ 伴信彦委員の講演 

原子力規制委員会の伴信彦委員は、２０２５年６月２２日、柏崎刈羽原発の立

地する柏崎市での講演会で、 

 ① 原子力規制委員会が２０１８年に決定した「想定する事故に対して一般の被

ばくが１００ｍＳｖ（ミリシーベルト）を超えないとする目標」について紹介

し、「想定する事故」とは「備えることが合理的と考えられる事故」であるこ

と 

② 「皆さん『えっ』と思われるかもしれないが、事故が想定を大きく上回るよ

うなものであれば、当然１００ｍＳｖを超えて被ばくすることもあり得る」こ

と 

③ 「最悪の事態を想定し、それを前提にした計画をつくるべきだ」との意見が

あることを紹介しつつ、「最悪の事態が定義できない」こと 

④ 福島第一原発事故や旧ソ連のチェルノブイリ原発事故よりももっと深刻な事

故は考えられるとし、「気持ちとしては、これ以上ない事故を定義して、私た

ちの防災態勢を駆使すれば、被ばくを少なくして安心できるかもしれないが、
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残念ながらそれはできない」こと 

などと講演した（甲３１８）。 

 

第２ 避難計画策定に際して想定されている放射性物質放出量 

 １ 福島第一原発事故の１００分の１しか想定していない 

上記発言①で伴委員が「「想定する事故」は「備えることが合理的と考えら

れる事故」」と述べる事故とは、セシウム１３７の放出量が１００ＴＢｑ（テ

ラベクレル）に相当するものを指すと解される（乙２８２・２頁）。 

   他方、原子力規制委員会は、福島第一原発事故によるセシウム１３７の総放

出量は約１万ＴＢｑとしている（乙２９「新規制基準の考え方について」１６

２頁）。 

   そうすると、避難計画の前提とされるセシウム１３７の放出量１００ＴＢｑ

は、福島第一原発事故の約１００分の１でしかない。 

 ２ 「最悪の事態」（最大クラスの事故）を想定できない 

   災害対策の検討に当たっては、最大クラスの災害（最悪の事態）を想定し、

対策を検討することが求められる。防災基本計画では、地震について、「地震

災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮した最

大クラスの地震を含め、様々な地震を想定」とあり、「最大クラスの地震」も

想定することとされている（乙１３３・１０６頁）。津波についても、「津波災

害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮した最大

クラスの津波を想定」（乙１３３・１２７頁）、「発生頻度は極めて低いもの

の、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波」を想定することとさ

れている（乙１３３・１２８頁）。 

   ところが、伴委員は、上記講演会で、原発事故については「最悪の事態が定

義できない」（上記発言③）とし、福島第一原発事故や旧ソ連のチェルノブイ

リ原発事故よりももっと深刻な事故は考えられるとし、「気持ちとしては、こ
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れ以上ない事故を定義して、私たちの防災態勢を駆使すれば、被ばくを少なく

して安心できるかもしれないが、残念ながらそれはできない」（上記発言④）

と述べた。 

   つまり、現状の避難計画は、最悪の事態（すなわち、伴委員の言う「福島第

一原発事故やチェルノブイリ原発事故よりももっと深刻な事故」）を想定した

対策ではない。原発事故の避難計画は、一般の災害対策で要求されるレベルに

到達していないのである。 

 ３ 第４の防護階層が機能した場合と同等の放出量にしか備えていない 

   また、セシウム１３７の放出量１００ＴＢｑの出所であるが、第４の防護階

層である重大事故等対策の審査において、格納容器破損モードに対する対策の

有効性確認としてセシウム１３７の放出量が１００ＴＢｑを下回っていること

を確認するとされている（乙２９・１６１頁、１６２頁。設置許可基準規則３

７条２項、同規則３７条２項の解釈２－３（ｃ）、同ガイド３．２．１

（６））。これを前提にすると、避難計画の前提とされるセシウム１３７の放出

量が１００ＴＢｑという事故は、第４の防護階層の格納容器破損モードに対す

る対策の有効性確認基準（１００ＴＢｑを下回ることの確認）の上限とほぼ同

じである。つまり、第４の防護階層が機能した場合と同等の放出量といえる。 

   これでは、深層防護の考え方において不可欠とされる「各防護階層が独立し

て有効に機能すること」を満たしていない。すなわち、各防護階層が独立して

有効に機能するという点からは、第４の防護階層が機能しない場合であって

も、第５の防護階層によって住民らの生命、身体を保護できなければならな

い。 

   ところが、現状の避難計画は、第４の防護階層が機能した場合と同等の場合

にしか備えていないのである。伴委員が避難計画の前提とした「備えることが

合理的と考えられる事故」とは、第４の防護階層が有効に機能した場合の事故

であるが、IAEA の深層防護の考え方に照らしても、そのような楽観的な見通

しは原発事故においては到底許容されない。これでは、第５の防護階層の準備
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を怠っていたために多数の死傷者を出してしまった福島第一原発事故の繰り返

しとなる可能性が強いのである。 

 ４ 福島第一原発事故相当の放出量を想定すべきこと 

   現状の避難計画は、上記のとおり、福島第一原発事故の１００分の１の放出

量しか想定していない。放出量の想定が少なければ、避難を要すると想定され

る区域は狭く、避難を要すると想定される人口も少なくなる。そのため、渋滞

時間、避難退域時検査場所の資機材・人員、安定ヨウ素剤配布の場所・人員、

甲状腺モニタリングの場所・人員の想定など、あらゆる放射線防護の場面にお

ける想定及びそれに対する対策が小規模にとどまる。想定よりも大きな事故が

起きてしまうと、たちまち、広範囲の地域が避難すべき地域となり、避難者も

多数に上り、交通渋滞が各所で発生し、検査に従事する人員も資機材も足りな

いなど、事前準備なくしては対応できない事態の発生が容易に想定される。 

   原発事故による被害を二度と繰り返さないためには、いくら小さく見積もっ

ても、過去に起きた原発事故である福島第一原発事故相当の放射性物質放出量

を想定した避難計画を策定しなければならない。すなわち、福島第一原発事故

相当の放射性物質が放出された場合であっても、住民らの生命、身体を守るこ

とのできる避難計画でなければならない。 

 

第３ 避難計画で被ばく量１００ｍＳｖ／週を目安とすることの問題 

 １ 原子力規制委員会は１週間で１００ｍＳｖを目安 

   伴委員の上記発言①の２０１８年決定とは、原子力規制委員会の「原子力災

害事前対策の策定において参照すべき線量のめやすについて」と題する文書

（乙２８２）（以下「規制委文書」という。）を指すと解される。 

   規制委文書では、「原子力災害発生初期（１週間以内）の緊急時を対象に、

原子力災害事前対策の策定において参照すべき線量のめやす（以下「事前対策

めやす線量」という。）」を「実効線量で１００ｍＳｖの水準とする。」として
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いる（乙２８２）。 

   「事前対策めやす線量」とは、「その線量を上回る被ばくの発生がないよう

に防護戦略を策定するための、被ばく線量についての水準を表すものであ

る。」とされている（乙２８２・１頁）。そして、「一般公衆の被曝がその水準

以下に納まるように計画を立てることにより」、「重篤な確定的影響を回避又は

最小化する。」「確率的影響のリスクを合理的に達成可能な限り低く保つ」こと

を確実にする、とされている（乙２８２・１頁）。 

   つまり、避難計画で許容する被ばく量は、１週間で１００ｍＳｖを目安とさ

れている。 

 ２ 公衆被ばく限度は年間１ｍＳｖ 

   しかし、１週間で１００ｍＳｖもの被ばくは、１年間で１ｍＳｖとされてい

る公衆被ばく限度（（詳細は原審の準備書面（６）別紙）の約５２００倍にも

達する甚大な被ばく量である。住民らが浴びてよい被ばく量ではない。 

   原子力関連法令は、年間１ｍＳｖを限度とすることによって、国民の生命、

身体を保護することを企図しているのである（原審の準備書面（６）別紙）。

これほどの甚大な被ばく量を法令の規定もなく避難計画の前提とすることは、

これら原子力関連法令に違反している。 

 ３ 福島第一原発事故時の原発作業員の被ばく量 

   １週間で１００ｍＳｖもの被ばくは、福島第一原発事故時の原発作業員の被

ばく量と比較しても、あまりにも甚大である。 

  ⑴ 原発作業員の被ばく限度 

    福島第一原発事故当時、原発作業員の法定被ばく限度は通常時で５０ｍＳ

ｖ/年かつ１００ｍＳｖ/５年、緊急作業（事故対応作業）時に１００ｍＳｖ

とされていた（甲３１９の２）。 

    ２０１１年３月１４日には福島第一原発の緊急作業中の被ばく限度を１０

０ｍＳｖから２５０ｍＳｖへ引き上げる特例省令が施行された（甲３１９の



- 7 - 

 

２）。 

    その後、同年１２月１６日に２５０ｍＳｖの特例省令を廃止し、原則とし

て通常時の被ばく限度５０ｍＳｖ/年かつ１００ｍＳｖ/５年が適用され、原

子炉冷却等の作業従事者（東電社員のみ約５００人）は、引き続き緊急作業

時の被ばく限度（１００ｍＳｖ）が適用されることになった（甲３１９の

２）。 

    つまり、１週間で１００ｍＳｖは、原発事故直後に事故対応や、原子炉冷

却作業等といった重大で緊急の業務に従事する原発作業員について適用され

る被ばく量である。避難する立場にある住民らに適用されてよい被ばく量で

はない。 

  ⑵ 福島第一原発事故対応作業員の被ばく量 

    福島第一原発事故に対応した作業員の被ばく量をみると、２５０ｍＳｖ超

が６人、１００ｍＳｖ超が１７４人とされている（甲３１９の２）。 

 

（甲３１９の２・右下４１番の頁） 

    これを見ても、１週間で１００ｍＳｖという原子力規制委員会の上記目安

は、重大で緊急の業務に従事する原発作業員の被ばく量と同等であることが
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わかる。 

    住民らは原発事故対応作業に従事する立場にはなく、避難する立場にあ

る。１週間で１００ｍＳｖという上記目安は、住民らを被ばくから守るもの

ではなく、原発事故対応に従事する原発作業員と同等の被ばくを強いるもの

である。 

    したがって、１週間で１００ｍＳｖという上記目安は、住民らの生命、身

体を保護することを目的とする避難計画の前提としてはならない。 

 

第４ 第５の防護階層を骨抜きにしていること 

 １ 伴委員の上記発言①「想定する事故に対して一般の被ばくが１００ｍＳｖを

超えないとする目標」との発言を検討すると、 

  ⑴ 避難計画で想定する事故としては、１００ＴＢｑという福島第一原発事故

の１００分の１の放出量しか想定せず、しかも１００ＴＢｑは第４の防護階

層が機能した場合の放出量の上限とほぼ同じであり、第４の防護階層が機能

しない場合の放出量を想定したものとはいえないこと（上記「第２」） 

  ⑵ １週間で１００ｍＳｖを避難計画策定の目安として、福島第一原発事故時

に原発敷地内で原発事故収束作業に従事した作業員と同等の被ばく量を、一

般市民らに強いること（上記「第３」） 

が読み取れる。 

つまり、避難計画策定に際しては福島第一原発事故と比較すると１００分の

１の小さな放出量を想定し、他方、避難計画に基づく避難をした場合の被ばく

量は、福島第一原発事故収束作業員と同等の被ばく量を下回ればよいとされて

いる。 

 ２ しかし、福島第一原発事故と比較して１００分の１の小さな放出量を想定し

た場合、一般市民が、福島第一原発事故時に原発敷地内で事故収束作業をして

いた者と同等の被ばくをすることはおよそ考え難い。 

   つまり、伴委員の発言及び規制委文書によると、現状の避難計画は、住民ら
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が１００ｍＳｖもの被ばくをするほどの放出量を想定していないため、避難計

画がいかなる内容であっても被ばく量は目安以下となるからくりである。しか

し、放射性物質の放出量が１００ＴＢｑ以下に治まることの根拠が乏しい以

上、これでは実際上、住民らを被ばくから何ら守っていないという他はない。 

伴委員の発言によって、規制委文書に基づく現状の避難計画は、深層防護の

第５の防護階層を骨抜きにし、住民らの生命、身体を被ばくから守らない、ま

やかしであることが明らかになったのである。 

以上 


